
▪
対
象

　
次
の
要
件
を
い
ず
れ
も
満
た
す

方①
世
帯
内
の
同
一
の
医
療
保
険

（
国
民
健
康
保
険
や
後
期
高
齢

者
医
療
、
社
会
保
険
な
ど
）
の

加
入
者
で
、
１
年
間
（
毎
年
８

月
１
日
～
７
月
31
日
）
に
医
療

保
険
と
介
護
保
険
の
両
方
に
自

己
負
担
を
支
払
っ
て
い
る
方

②
①
の
自
己
負
担
金
額
（
高
額
療

養
費
、
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

を
差
し
引
い
た
額
）
の
合
計
が

表
の
所
得
区
分
ご
と
の
自
己
負

担
限
度
額
を
超
え
て
い
る
方

▪
国
民
健
康
保
険
制
度
へ
加
入
の
方

　
支
給
対
象
と
な
る
方
に
は
、
３

月
ご
ろ
、
市
役
所
か
ら
「
お
知
ら

せ
」
が
届
き
ま
す
の
で
、
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

▪
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
へ
加
入

　
の
方

　

支
給
対
象
と
な
る
方
に
は
、
３

月
ご
ろ
愛
知
県
後
期
高
齢
者
医
療

広
域
連
合
か
ら
、
申
請
に
つ
い
て

の
「
お
知
ら
せ
」
が
届
き
ま
す
の

で
、
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
保
険
年
金
課

☎
23‐２
１
４
９
（
国
保
）

☎
23‐３
５
１
４
（
後
期
）

高
額
医
療・高
額
介
護
合
算

制
度　

 　

 

１
０
０
３
５
８
４ 

　
こ
の
制
度
は
、
次
の
対
象
の
方

の
申
請
で
支
給
さ
れ
ま
す
。

公
有
地
を
一
般
競
争
入
札
で

売
却
し
ま
す

１
０
０
５
６
４
８

売
却
地：表
の
通
り　
入
札
日
時：

２
月
７
日（
木
）
午
後
６
時
30
分

　
場
所
：
市
役
所
大
会
議
室
（
北

庁
舎
１
階
）　

申
込
期
限
：
１
月

31
日
（
木
）

※
詳
細
は
市
Ｈ
Ｐ
を
ご
覧
い
た
だ

く
か
、お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
財
政
課

☎
23‐３
５
９
１

23‐０
１
８
０

残
り
１
カ
月
で
す
。

～
お
済
み
で
す
か
？「
特
定

健
診（
国
保
基
本
健
診
）」「
後

期
高
齢
者
健
診
」～１

０
０
５
５
９
３

　
糖
尿
病
や
心
筋
梗
塞
な
ど
の
生

活
習
慣
病
の
多
く
は
、
自
覚
症
状

が
無
い
ま
ま
何
年
も
か
け
て
進
行

し
ま
す
。「
生
活
習
慣
病
の
芽
」

を
い
ち
早
く
見
つ
け
、
ご
自
身
で

確
認
で
き
る
方
法
が
健
診
で
す
。

　
今
年
１
年
健
康
で
過
ご
す
た
め

特
定
健
診
を
受
け
ま
し
ょ
う
。
特

定
健
診
は
、
定
期
的
に
通
院
さ
れ

て
い
る
方
も
対
象
と
な
り
ま
す
。

対
象
：【
特
定
健
診
】
40
～
74
歳

の
国
民
健
康
保
険
加
入
者
【
後
期

高
齢
者
健
診
】75
歳
以
上
の
方（
一

定
の
障
害
が
あ
る
方
は
65
歳
以

上
）　

費
用
：
無
料　

場
所
：
市

内
指
定
医
療
機
関　
期
限
：
１
月

31
日
（
木
）　
持
ち
物
：
受
診
券
、

保
険
証

※
詳
細
は
市
Ｈ
Ｐ
を
ご
覧
い
た
だ

く
か
、お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
保
険
年
金
課

☎
23‐２
１
４
９
（
特
定
健
診
）

☎
23‐３
５
１
４
（
後
期
高
齢
者

健
診
）

寄
付

　
次
の
方
か
ら
ご
寄
付
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。
ご
厚
意
に
感
謝
し
ま

す
。

▼
12
月
５
日
、
匿
名
希
望
の
方

か
ら
社
会
福
祉
の
た
め
、
白
米

１
５
０
㎏
。

税

所
得
税
の
還
付
申
告

（
平
成
30
年
分
）１

０
０
０
８
２
５

対
象
：
給
与
・
年
金
所
得
の
み
の

方
で
医
療
費
控
除
を
受
け
よ
う
と

す
る
方
、
中
途
退
職
者
な
ど
年
末

調
整
が
さ
れ
て
い
な
い
方
で
、
還

付
申
告
を
す
る
方　
受
付
期
間
：

２
月
１
日
（
金
）
～
15
日
（
金
）

／
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
／

午
前
９
時
～
11
時
、
午
後
１
時
～

４
時　
受
付
場
所
：
税
務
課
（
南

庁
舎
２
階
）　

※
２
月
18
日
（
月
）
～
３
月
15
日

（
金
）
の
確
定
申
告

会
場
で
も
申
告
で

き
ま
す
。

▼
税
務
課

☎
23‐３
５
０
９

23‐０
１
８
０

70 ～ 74 歳（後期含む） 70 歳未満
所得区分 限度額 所得区分 限度額

現役並み所得者
（上位所得者） 67 万円

旧ただし書き所得 901 万円超 212 万円

旧ただし書き所得 600 万円超 901 万円以下 141 万円

一般 56 万円
旧ただし書き所得 210 万円超 600 万円以下 67 万円

旧ただし書き所得 210 万円以下 60 万円

低所得者Ⅱ 31 万円
住民税非課税 34 万円

低所得者Ⅰ 19 万円

※上記３の物件は、市街化調整区域の土地です。
　開発行為・建築行為は都市計画法で規制があるため、建築など希望の方は
事前に相談してください。

場所 登記地目 面積 最低入札価格

１ 田原町東大浜
68番19

宅地

32.92㎡（10.0坪） 190 万円

２ 古田町宮ノ前
36番1 162.26㎡ （49.2坪） 420 万円

３ 中山町宮下
1番4、1番5、1番6 326.00㎡ （98.8坪） 360 万円
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